
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年９月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１４２号 

事故等種類 漁網損傷 

発生日時 平成２４年６月１８日 １９時５０分ごろ 

発生場所 香川県多度津町多度津港西方沖 

事故等調査の経過  平成２４年８月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 互光
ご こ う

丸、１９９トン 

   １３６１２１、互光汽船有限会社 

Ｂ 漁船 第１１幸正
こうせい

丸、６.６トン 

   ＫＡ２－１３１０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁網が切損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、鋼材約７７８ｔを積載し、船

長Ａほか１人が船橋当直に就き、船首約２.９ｍ、船尾約４.２ｍの喫

水で多度津港西方沖を北東進中、船長Ａが、前方に多数の灯火を認

め、減速したが、平成２４年６月１８日１９時５０分ごろＢ船の流し

網を通過して同網を切損した。 

船長Ａは、Ｂ船からの呼び掛けで流し網に接触したことに気付い

た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、多度津港西方沖で長さ約１,

０００ｍの流し網を南北方向に展張した後、漂泊して操業中、船長Ｂ

が、接近して来るＡ船に気付いたので、網の南側へ誘導するために黄

色回転灯を点灯してＡ船に接近し、止まれと大きな声を掛けたが、Ａ

船から反応がなく、Ａ船がＢ船の流し網に接触した。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１８４cm 

日没時刻：１９時２０分ごろ 

 その他の事項 

 

船長Ａは、本事故発生場所付近で操業している流し網漁船を見たの

は初めてであった。 

Ｂ船の流し網は、網の北端に紅色の標識灯を、南端に緑色の標識灯

をそれぞれ１個点灯していた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は多度津港西方沖を北東進中、Ｂ船は多度津港西方沖で漂泊し

て操業中、Ａ船が、Ｂ船の流し網に気付かずに航行したことから、同

網を損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、多度津港西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船

が漂泊して操業中、Ａ船がＢ船の流し網に気付かずに航行したため、

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・前路に操業中の流し網を認めたときには、大きく避航すること。 

 ・他船に注意喚起等を行うときは、汽笛等を適切に使用すること。 

 ・流し網には中間標識灯を設置することが望ましい。 

 


